
 

松実会指定通所介護事業重要事項説明書 

（日常生活総合支援事業第一号通所介護事業） 

令和 7年 4月 １日 現在 

 

１．事業目的と運営方針 

 要支援状態にある方に対し、適正な通所介護を提供することにより要支援状態の維持・改善を

目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービス及び介

護保険法に基づき地域密着型通所介護事業の提供に努めます。 

 

２．指定通所介護事業所が提供するサービスについての相談窓口 

     TEL ０１９－６９４－１３１１（午前８時３０分～午後５時１５分） 

     担 当 生活相談員 渡辺 郁子 

※ ご不明な点は、ご遠慮なくお尋ねください。 

 

３．指定通所介護事業所の概要 

（１）  提供できるサービスの種類と地域 

・所在地 岩手県滝沢市巣子７３２番地２ 

・名 称 松実会指定通所介護事業所 

・介護保険指定番号 ０３７２１０１０５５ 

・サービスを提供する対象地域 滝沢市 

  （２）指定通所介護事業所の職員体制 

      資格 常勤 非常勤 兼務 業務内容 計 

所長（管理者） 社会福祉士等   １名 事業の管理 １名 

生 活 相 談 員 社会福祉主事等 1名  2名 生 活 相 談 ３名 

介 護 職 員 介護福祉士等 1名以上  2名 介 護 ３名以上 

機能訓練指導員 按摩マッサージ指圧師 １名   機 能 訓 練 １名 

  （３）松実会指定通所介護事業所の設備の概要 

    定員１０名、食堂兼機能訓練室１室３９㎡、相談室１室、静養室１室、          

一般浴室男女、特殊浴室 1室、送迎車両２台（内リフト車２台） 

（４）営業時間 

   月曜日～金曜日（祝祭日を含む） ８時３０分～１７時１５分  

   サービス提供時間 ９時１５分～１６時３０分 

定休日 土曜・日曜・１２月３０日～１月３日 

※ 緊急連絡 TEL０１９－６９４－１３１１（軽費老人ホームケアハウス巣子内） 

 

４．サービスの提供 

① 送迎 



 

② 食事 

③ 入浴 

④ 機能訓練、レクリエーション 

⑤ 介護サービス 

⑥ 健康チェック 

⑦ 生活指導、相談援助 

 

５．サービス利用に当たっての留意事項 

① 利用者へ送迎時間の連絡をします。 

② 利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の職員にご一報ください。そ

の際、感染症拡大防止等によるサービスの中止・変更がありますのでご了承ください。 

③ 利用者は、事業所内の設備、器具を利用される際、必ず職員に声をかけて下さい。 

 

６．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所の担当者を通じご連絡下さい。職員

がご自宅等へお伺いし契約を結びます。通所介護計画作成の同意を得てからサービス

提供が開始されます。 

（２）サービスの利用終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

       地域包括支援センター又は居宅介護事業所の担当者を通じて連絡後サービス終了

となります。 

   ② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足等やむを得ない事情により事業の継続が出来ない場合は、終了１ヶ月前

までに文書で通知いたします。 

   ③ 自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

      ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要支援認定区分が、要介護又は

非該当［自立］と認定された場合 

・ 利用者がお亡くなりになった場合 

 ④ その他 

・ 事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は事業所が

破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終

了することができます。 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催

告したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサー

ビスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院もしくは病気等により、３ヶ



 

月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、

または利用者やご家族が背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即

座に契約を終了させていただく場合がございます。 

  ・ 利用者又はその家族が他利用者や職員などに対し、迷惑行為を行い、その行為

が続く場合。 

 

７．緊急時の対応方法 

サービス提供中に利用者に容態の変化等があった場合は主治医へ連絡し、必要な処置

を講ずるほか、家族に速やかに連絡します。 

 

８．事故発生時の対応 

事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、介

護支援専門員、市等へ連絡を行うともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業所は、自己の状況及び事故に際して行った対応について記録するものとする。 

 

９．損害賠償について 

   事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は、速やか

にその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

   

１０．非常災害対策 

消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基

づき、また消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常対策を行うものとし、地域住

民参加型の避難・救出、その他必要な避難訓練を年 2回以上、定期的に開催します。 

 

１１. 業務継続計画の策定等 

（１） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、指定通所介護の提供を継続的に実

施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）に従い必要な措置を講じます。 

（２） 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に（年 1回以上）実施します。 

（３） 事業所は、軽費老人ホームケアハウス巣子と協働し、定期的に業務継続計画の見直

しを行い、必要に応じて業務継続計画の見直しを行います。 

 

１２. 虐待防止のための措置 

（１） 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止する為、次の各号に掲げる措置を講じ

るものとします。 

      ①  虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について職員に周知徹底を図ります。 

      ②  虐待の防止の為の指針を整備します。 



 

      ③  職員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施します。 

      ④  前３号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を配置します。 

（２） 事業所の虐待防止のための措置はケアハウス巣子の定める「虐待防止のための指針」

に基づきます。 

（３） 事業所は、サービス提供中に職員又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに市に報告する義務があります。 

 

１３. 身体拘束の原則禁止 

（１） 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者の生命又は、身体を保護する為緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為（以

下「身体拘束等」という）を行わないものとします。 

（２） 事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合は、本人又は家族に対し身体拘束の

内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その様態及び時間、その際

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとしま

す。 

 

１４．感染症の予防及びまん延防止為の措置 

（１） 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生

的な管理に努めると共に、衛生上必要な措置を講じるものとします 

（２） 事業所において感染症が発症し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

と共に、必要に応じて保健所等の助言、指導を求めます 

（３） 事業者は感染症の発症及びまん延防止の為のマニュアルを整備し従業者に対し

て研修を行います。 

（４） 事業所は、感染症発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続

的に実施するため、また非常時の体制での早期の業務再開を図るための業務継続

計画を策定します。 

 

１５．ハラスメント対策の強化に関する事項 

（１） 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えた者により、職員の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等必要な措置を講じます。 

（２） ハラスメント防止対策を検討する研修を定期的（年１回以上）に開催します。 

 

１６. 個人情報 

（１） 事業者の職員は、法人の作成する「当施設における個人情報の取り扱いについて」

を遵守し、業務上知り得たご利用者及び家族の秘密を保持します。退職後も同様としま

す。 



 

（２） サービス担当者会議等において、利用者及び、家族の個人情報を用いる場合は、あ

らかじめ利用者、当該家族等に文章で説明し、同意を得るものとします。 

 

１７．その他運営に関する重要事項 

介護職員の資質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けることとし、また、業

務体制を整備する。 

① 採用時研修   採用後 ３ヶ月以内 

② 継続研修    年１回 

 

１８．運営推進会議 

（１） 事業所は、適正な運営の確保とサービスの質の向上を図るために、運営推進会

議を設置する。会議にて事業の活動状況を報告し、評価を受けると共に要望、助

言等を聞く機会を設ける。 

（２） 構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村の職員又は区域

を管轄する地域包括支援センターの職員、有識者等による 

（３） 運営推進会議の開催はおおむね６ケ月に 1回以上とする。 

 

１９．サービス内容に関する苦情 

（１）相談・苦情受付対応 

    苦情相談受付担当者 渡辺郁子（生活相談員） 

    苦情相談解決責任者 古川栄美子（管理者） 

    苦情解決第三者委員 

苦情受付時間 午前８時３０分～午後４時３０分 

（２）その他 

事業所以外にも行政機関への苦情・相談が出来ます。 

・滝沢市福祉部高齢者福祉課（滝沢市役所内）TEL019-656-6521（直通） 

   ・岩手県国民健康保険連合会（国保連）介護保険課分室  TEL019-604-6700 

   ・岩手県福祉サービス運営適正化委員会 TEL019-637-8871・9718 

 

 

２０．当法人の概要 

            岩手県滝沢市鵜飼狐洞１番地１６２ 

社会福祉法人 松実会 

            理事長 瀬田 斉 

            TEL０１９－６０１－２５１５ 

     法人の主な事業 

１．軽費老人ホームケアハウス巣子（一般、特定施設入居者生活介護） 



 

２．特別養護老人ホーム 麗峰苑（長期入所、短期入所生活介護） 

３．特別養護老人ホーム 繫松苑（長期入所、短期入所生活介護） 

４．松実会指定居宅介護支援事業所 

５．松実会指定訪問介護事業所 

６．松実会指定通所介護事業所 

７．小規模多機能型居宅介護事業所 おはな 

８．在宅型有料老人ホーム ピースフル滝沢 

       ９．松実会地域包括支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

重要事項説明書 別紙 

利用料金 

（１） 利用料（単位：円） 

① 基本料金表 

状態区分 
介護保険 1割負担 介護保険 2割負担 介護保険 3割負担 

基本料金 

要支援１ 

１，７９８／月 

※月５回以上利用 

３，５９６／月 

※月５回以上利用 

５，３９４／月 

※月５回以上利用 

４３６／１回 

※月４回まで利用 

８７２／１回 

※月４回まで利用 

１，３０８／１回 

※月４回まで利用 

要支援２ 

３，６２１／月 

※月９回以上利用 

７，２４２／月 

※月９回以上利用 

１０，８６３／月 

※月９回以上利用 

４４７／１回 

※月８回まで利用 

８９４／１回 

※月８回まで利用 

１，３４１／１回 

※月８回まで利用 

 ② 加算・減算表 

利用者毎に加減算の内容は異なります。以下の表の全ての加減算を適用するわけではあり

ません。なお、利用者毎の詳しい料金内訳については料金説明同意書を参照してください。 

 

【要支援 1、2・事業対象者】※1回ごとの減算 

項目 介護保険 1割負担 介護保険 2割負担 介護保険 3割負担 

送迎減算 

（要支援 1・要支援 2）片道（往復） 
-47 （-94） -94 （-188） -141 （-282） 

 

【要支援 1・事業対象者】 ※すべて月額の料金 

項目 介護保険 1割負担 介護保険 2割負担 介護保険 3割負担 

サービス提供体制強化加算Ⅰ1 88 176 264 

科学的介護推進体制加算 40 80 120 

同一建物減算（ｹｱﾊｳｽ巣子入居者） -376 -752 -1,128 

介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 Ⅰ 月単位で利用した単位合計に 9.2％加算 

 

【要支援 2・事業対象者】 ※すべて月額の料金 

項目 介護保険 1割負担 介護保険 2割負担 介護保険 3割負担 

サービス提供体制強化加算Ⅰ2 176 352 528 

科学的介護推進体制加算 40 80 120 

同一建物減算（ｹｱﾊｳｽ巣子入居者） -752 -1,504 -2,256 

介 護 職 員等 処 遇改 善 加 算 Ⅰ 月単位で利用した単位合計に 9.2％加算 

 

 

（２）その他の料金：利用日に毎回 

   食材料費 １回 ７００円 



 

 

（３）キャンセル料 

日常生活総合支援事業第一号通所事業（通所型サービス）が予定されている前日の

１７：００までに、利用者又は家族から日常生活総合支援事業第一号通所事業（通所

型サービス）をキャンセルする旨の連絡がない場合は、上記の食材料費７００円をキ

ャンセル料としてお支払いをお願い致します。 

     

（４）支払方法 

月末締め翌月の一括請求とさせていただきます。毎月 10 日までに利用料をお知らせ

致しますので、当月 25日までに現金でお支払いをお願い致します。 

 

（５）利用料金の変更について 

      今後、利用料金等に変更があった場合には、別紙【利用料金説明同意書】にて説明

を致します。 

 

令和   年   月   日 

 

事業所の日常生活総合支援事業第一号通所事業（通所型サービス）の開始にあたり、利用者に

対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

             事業者 岩手県滝沢市巣子７３２番地２ 

                 松実会指定通所介護事業所 

管理者 古川 栄美子 

             説明者 渡辺 郁子 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から日常生活総合支援事業第一号通所事業（通所型

サービス）についての重要事項の説明をうけ、サービスの提供開始について同意します。 

 

           利用者 住所                     

                                   

氏名                     

                                   

 

（家族・代理人）住所                     

                                   

氏名                     

                         〔続柄        〕 


